
H26.6.9提出分

議案№ 議　　　　案　　　　名 説明者

議案 承認 1

平成２５年度雲南市一般会計補正予算（第８号）の専決処分
の承認を求めることについて
・地方自治法第179条第1項の規定により専決処分しましたので、同
条第3項の規定により報告し、承認を求めるものです。
・補正額　57,700千円　補正後の額　29,655,000千円

歳入は総務部長
歳出は各部長

2

平成２５年度雲南市国民健康保険事業特別会計補正予算（第
４号）の専決処分の承認を求めることについて
・地方自治法第179条第1項の規定により専決処分しましたので、同
条第3項の規定により報告し、承認を求めるものです。
【事業勘定】
・補正額　△39,380千円　補正後の額　4,568,203千円

市民環境部長

3

平成２５年度雲南市農業労働災害共済事業特別会計補正予算
（第１号）の専決処分の承認を求めることについて
・地方自治法第179条第1項の規定により専決処分しましたので、同
条第3項の規定により報告し、承認を求めるものです。
・補正額　△184千円　補正後の額　5,016千円

産業振興部長

4

平成２５年度雲南市簡易水道事業特別会計補正予算（第５
号）の専決処分の承認を求めることについて
・地方自治法第179条第1項の規定により専決処分しましたので、同
条第3項の規定により報告し、承認を求めるものです。
・補正額　△3,100千円　補正後の額　449,132千円

上下水道部長

5

平成２５年度雲南市生活排水処理事業特別会計補正予算（第
５号）の専決処分の承認を求めることについて
・地方自治法第179条第1項の規定により専決処分しましたので、同
条第3項の規定により報告し、承認を求めるものです。
・補正額　△27,753千円　補正後の額　2,508,736千円

上下水道部長

6

平成２５年度雲南市土地区画整理事業特別会計補正予算（第
３号）の専決処分の承認を求めることについて
・地方自治法第179条第1項の規定により専決処分しましたので、同
条第3項の規定により報告し、承認を求めるものです。
・補正額　△3,600千円　補正後の額　111,100千円

建設部長

7

雲南市税条例等の一部を改正する条例制定の専決処分の承認
を求めることについて
・「地方税法等の一部を改正する法律」、「地方税法施行令の一部
を改正する政令」及び「地方税法施行規則及び航空機燃料譲与税施
行規則の一部を改正する省令」が平成26年3月31日にそれぞれ公布
されたことに伴い、雲南市税条例等の一部を改正する条例を3月31
日専決処分しましたので、議会に報告し、承認を求めるものです。

副市長

8

雲南市国民健康保険条例の一部を改正する条例制定の専決処
分の承認を求めることについて
・「国民健康保険法施行令の一部を改正する政令」が平成26年2月
19日、「地方税法等の一部を改正する法律」、「地方税法施行令の
一部を改正する政令」及び「地方税法施行規則及び航空機燃料譲与
税施行規則の一部を改正する省令」が平成26年3月31日にそれぞれ
公布されたことに伴い、雲南市国民健康保険条例の一部を改正する
条例を3月31日専決処分しましたので、議会に報告し、承認を求め
るものです。

副市長

区　　　分

平成２６年雲南市議会６月定例会　議案概要及び説明者
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議案№ 議　　　　案　　　　名 説明者区　　　分

条例 63

雲南市福祉医療費助成条例の一部を改正する条例について
・島根県福祉医療費助成事業の対象者が精神障がい者に拡大される
こと、対象者の自己負担限度額が引き下げられることに伴い、条例
の一部を改正するもので、議会の議決を求めるものです。

副市長

64

雲南市税条例の一部を改正する条例について
・「地方税法等の一部を改正する法律」、「地方税法施行令の一部
を改正する政令」及び「地方税法施行規則及び航空機燃料譲与税施
行規則の一部を改正する省令」が平成26年3月31日にそれぞれ公布
され、いずれも原則として平成26年4月1日から施行されたことに伴
い、軽自動車税及び法人市民税に関する事項について見直しをする
必要があることから、雲南市税条例の一部を改正するもので、議会
の議決を求めるものです。

副市長

65

雲南市工場立地法地域準則条例の制定について
・本市における製造業等の振興及び企業誘致の推進の観点から、緑
地面積率等を緩和する基準を定めるため、条例の制定が必要となる
ことから、議会の議決を求めるものです。

副市長

66

雲南市都市公園条例の一部を改正する条例について
・平成26年7月から加茂岩倉遺跡公園を雲南市都市公園として供用
を開始し、管理運用を行なうことに伴い、条例の改正が必要となる
ことから、議会の議決を求めるものです。

副市長

一　般
事　件

67

過疎地域自立促進計画の変更について
・過疎地域自立促進特別措置法第6条第7項により準用する同条第1
項の規定により、雲南市の計画変更について、議会の議決を求める
ものです。

副市長

68

雲南市新庁舎建設事業雲南市新庁舎建設工事（建築主体）請
負契約の変更について
・雲南市新庁舎建設事業雲南市新庁舎建設工事（建築主体）請負契
約について、請負金額の変更契約締結をするため、議決を求めるも
のです。

副市長

69

雲南市指定金融機関の指定について
・地方自治法第235条第2項の規定による雲南市の公金の収納及び支
払の事務を取り扱う金融機関の指定について、地方自治法施行令第
168条第2項の規定に基づき、議会の議決を求めるものです。

副市長

70
市道の路線変更について
・市道の変更について、道路法第10条第3項の規定により、議会の
議決を求めるものです。

副市長

予算 71 平成２６年度雲南市一般会計補正予算（第１号）
・補正額　142,000千円　補正後の額　30,746,000千円

歳入は総務部長
歳出は各部長

72

平成２６年度雲南市国民健康保険事業特別会計補正予算（第
１号）
【事業勘定】
・補正額　  3,032千円　補正後の額　 4,770,032千円
【直営診療施設勘定】
・補正額　    239千円　補正後の額　   132,439千円

市民環境部長
健康福祉部長

73
平成２６年度雲南市簡易水道事業特別会計補正予算（第１
号）
・補正額　  △939千円　補正後の額　   502,861千円

上下水道部長

74
平成２６年度雲南市生活排水処理事業特別会計補正予算（第
１号）
・補正額　  1,119千円　補正後の額　 2,524,819千円

上下水道部長
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75
平成２６年度雲南市ダム対策事業特別会計補正予算（第１
号）
・補正額　△1,104千円　補正後の額　   118,696千円

政策企画部長

76

平成２６年度雲南市水道事業会計補正予算（第１号）
【収益的支出】
　補正額　    597千円　補正後の額　   888,836千円
【資本的支出】
　補正額　△5,547千円　補正後の額　   547,045千円

水道局長

77
平成２６年度雲南市工業用水道事業会計補正予算（第１号）
【収益的支出】
　補正額　     33千円　補正後の額　    74,188千円

水道局長

同意 1
雲南市名誉市民の推挙につき同意を求めることについて
・雲南市名誉市民の推挙について、雲南市名誉市民条例第3条第1項
の規定により、議会の同意を求めるものです。

副市長

諮問 1
人権擁護委員候補者の推薦につき意見を求めることについて
・人権擁護委員法第6条第3項の規定により、市長が市議会の意見を
聞いて、人権擁護委員の候補者を推薦するものです。

総務部長

報告 2

議会の委任による専決処分の報告について
・議会の議決を経た雲南市新庁舎建設事業雲南市新庁舎建設工事
（電気設備）請負契約について、地方自治法第180条第1項の規定に
より、議会の議決により委任された事項として専決処分したので、
同条第2項の規定により議会に報告するものです。

総務部長

3

議会の委任による専決処分の報告について
・議会の議決を経た雲南市新庁舎建設事業雲南市新庁舎建設工事
（機械設備）請負契約について、地方自治法第180条第1項の規定に
より、議会の議決により委任された事項として専決処分したので、
同条第2項の規定により議会に報告するものです。

総務部長

4

議会の委任による専決処分の報告について
・法律上市の義務に属する損害賠償の額を定めること及びその和解
に関して、地方自治法第180条第1項の規定により、議会の議決によ
り委任された事項として専決処分したので、同条第2項の規定によ
り議会に報告するものです。

大東総合
センター所長

5

放課後児童クラブ使用料に関する権利（債権）の放棄につい
て
・雲南市私債権の管理に関する条例第13条第1項の規定に基づき、
放課後児童クラブ使用料に関する権利（債権）を放棄したので、同
条第2項の規定により報告するものです。

健康福祉部長

6

学校給食費に関する権利（債権）の放棄について
・雲南市私債権の管理に関する条例第13条第1項の規定に基づき、
学校給食費に関する権利（債権）を放棄したので、同条第2項の規
定により報告するものです。

教育部長

7

幼稚園保育料に関する権利（債権）の放棄について
・雲南市私債権の管理に関する条例第13条第1項の規定に基づき、
幼稚園保育料に関する権利（債権）を放棄したので、同条第2項の
規定により議会に報告するものです。

教育部長

8

簡易水道料金に関する権利（債権）の放棄について
・雲南市私債権の管理に関する条例第13条第1項の規定に基づき、
簡易水道料金に関する権利（債権）を放棄したので、同条第2項の
規定により議会に報告するものです。

上下水道部長
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9

水道料金に関する権利（債権）の放棄について
・雲南市私債権の管理に関する条例第13条第1項の規定に基づき、
水道料金に関する権利（債権）を放棄したので、同条第2項の規定
により議会に報告するものです。

水道局長

10

病院医療費に関する権利（債権）の放棄について
・雲南市私債権の管理に関する条例第13条第1項の規定に基づき、
病院医療費に関する権利（債権）を放棄したので、同条第2項の規
定により議会に報告するものです。

市立病院

11
平成２５年度雲南市一般会計繰越明許費繰越計算書
・地方自治法施行令第146条第2項の規定により繰越計算書を調製
し、議会に報告するものです。

総務部長

12

平成２５年度雲南市簡易水道事業特別会計繰越明許費繰越計
算書
・地方自治法施行令第146条第2項の規定により繰越計算書を調製
し、議会に報告するものです。

上下水道部長

13

平成２５年度雲南市生活排水処理事業特別会計繰越明許費繰
越計算書
・地方自治法施行令第146条第2項の規定により繰越計算書を調製
し、議会に報告するものです。

上下水道部長

14
平成２５年度雲南市水道事業会計予算の繰越について
・事業の実施状況により予算繰越ししたものを地方公営企業法第26
条第3項の規定により議会に報告するものです。

水道局長

15
平成２５年度雲南市病院事業会計予算の繰越について
・事業の実施状況により予算繰越ししたものを地方公営企業法第26
条第3項の規定により議会に報告するものです。

市立病院
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